
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の受光センサが一次元的に配列された一次元撮像素子を用い該一次元撮像素子を構
成する複数の受光センサの配列方向に交わる走査方向に被写界を繰り返し走査することに
より複数フレームの原画像を順次取得するカメラにより得られた該原画像の、該カメラの
振動による乱れを補正して補正画像を生成する補正画像生成装置において、
　原画像を格子状に分割した各ブロックについて、隣接するフレームどうしでパターンマ
ッチング処理を行うパターンマッチング部と、

　前記パターンマッチング部に
パターンマッチング処理結果に

基づいて、原画像の、パターンマッチング上の特徴点を抽出する特徴点抽出部と、
　

パタ
ーンマッチング処理結果に基づいて、該特徴点の動きベクトルを求める動きベクトル演算
部と、
　前記特徴点抽出部により抽出された特徴点の、前記動きベクトル演算部により求められ
た動きベクトルに基づいて、原画像の乱れを補正した補正画像を求める画像補正部とを備
えたことを特徴とする補正画像生成装置。
【請求項２】
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　原画像の画素を画素を間引いて間引画像を生成する画像間引部と、
、前記画像間引部により生成された間引画像についてパタ

ーンマッチング処理を行なわせ、この間引画像についての

前記パターンマッチング部に、間引き前の原画像の、前記特徴点抽出部で抽出された特
徴点のブロックについてパターンマッチング処理を行なわせ、この原画像についての



【請求項３】
　前記動きベクトル演算部は、

【請求項４】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数の受光センサが一次元的に配列された一次元撮像素子を用い、その一次元
撮像素子を構成する複数の受光センサの配列方向に交わる走査方向に被写界を繰り返し走
査することにより、複数フレームの原画像を順次取得するカメラにより得られた原画像の
、カメラの振動による乱れを補正して補正画像を生成する補正画像生成装置、およびコン
ピュータをそのような補正画像生成装置として動作させる補正画像生成プログラムに関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
例えば航空機やヘリコプタ等から赤外線カメラを用いて地上の撮影を行なう場合、鮮明な
画像を得るために上記のような一次元撮像素子を用い被写界を繰り返し走査することによ
り複数フレームの画像を順次撮影する方式のものがある。
【０００３】
この方式の赤外線カメラを用いて航空機やヘリコプタ等から地上の撮影を行なう場合に、
航空機やヘリコプタの振動で赤外線カメラが振動し、この赤外線カメラは一次元撮像素子
の走査により二次元画像を取得しているため同一画面であっても走査の間にブレが発生し

10

20

30

40

50

(2) JP 3886769 B2 2007.2.28

　前記動きベクトル演算部は、原画像が格子状に分割された複数のブロックのうちの前記
配列方向に並ぶ複数のブロックからなる短冊内の特徴点の動きベクトルに基づいて該短冊
ごとの動きベクトルを求めるものであり、
　前記画像補正部は、前記動きベクトル演算部により求められた短冊ごとの動きベクトル
に基づいて短冊どうしの位置を補正することにより補正画像を求めるものであることを特
徴とする請求項１記載の補正画像生成装置。

一旦求めた動きベクトルに複数フレームに渡るフィルタリ
ング処理を含む処理を施すことにより、前記カメラの振動に起因する新たな動きベクトル
を求めるものであり、
　前記画像補正部は、前記動きベクトル演算部により求められた前記新たな動きベクトル
に基づいて前記補正画像を求めるものであることを特徴とする請求項１又は２記載の補正
画像生成装置。

　コンピュータ内で実行され、該コンピュータを、複数の受光センサが一次元的に配列さ
れた一次元撮像素子を用い該一次元撮像素子を構成する複数の受光センサの配列方向に交
わる走査方向に被写界を繰り返し走査することにより、複数フレームの原画像を順次取得
するカメラにより得られた該原画像の、該カメラの振動による乱れを補正して補正画像を
生成する補正画像生成装置として動作させる補正画像生成プログラムにおいて、
　原画像を格子状に分割した各ブロックについて、隣接するフレームどうしでパターンマ
ッチング処理を行うパターンマッチング部と、
　原画像の画素を画素を間引いて間引画像を生成する画像間引部と、
　前記パターンマッチング部に、前記画像間引部により生成された間引画像についてパタ
ーンマッチング処理を行なわせ、この間引画像についてのパターンマッチング処理結果に
基づいて特徴点を抽出する特徴点抽出部と、
　前記パターンマッチング部に、間引き前の原画像の、前記特徴点抽出部で抽出された特
徴点のブロックについてパターンマッチング処理を行なわせ、この原画像についてのパタ
ーンマッチング処理結果に基づいて、該特徴点の動きベクトルを求める動きベクトル演算
部と、
　前記特徴点抽出部により抽出された特徴点の、前記動きベクトル演算部により求められ
た動きベクトルに基づいて、原画像の乱れを補正した補正画像を求める画像補正部とを有
することを特徴とする補正画像生成プログラム。



、そのブレは一般の二次元ＣＣＤ撮像素子を用いた一般のカメラにより得られる二次元画
像のブレとは異なり、このような一般のカメラにより得られる二次元画像のブレ補正方法
ではブレを補正することはできない。
【０００４】
このため、従来は、赤外線カメラの振動を抑制するためにダンパ機構が設けられている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、ダンパ機構を設けると装置が大型化し、この赤外線カメラを搭載することのでき
る航空機やヘリコプタの機種が限定されてしまうという問題がある。ダンパ機構を設置す
ることができない機種では、画像のブレのために監視要員に疲労が蓄積し、長時間の監視
に耐えられないという問題がある。
【０００６】
本発明は、上記事情に鑑み、ダンパ機構を設置することなく、あるいは簡易的なダンパ機
構であってカメラが振動しても、ブレが補正された画像を生成することのできる補正画像
生成装置、およびコンピュータをそのような補正画像生成装置として動作させる補正画像
生成プログラムを提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成する本発明の補正画像生成装置は、複数の受光センサが一次元的に配列さ
れた一次元撮像素子を用いその一次元撮像素子を構成する複数の受光センサの配列方向に
交わる走査方向に被写界を繰り返し走査することにより複数フレームの原画像を順次取得
するカメラにより得られた原画像の、カメラの振動による乱れを補正して補正画像を生成
する補正画像生成装置において、
原画像を格子状に分割した各ブロックについて、隣接するフレームどうしでパターンマッ
チング処理を行うパターンマッチング部と、
パターンマッチング部により得られたパターンマッチング処理結果に基づいて、原画像の
、パターンマッチング上の特徴点を抽出する特徴点抽出部と、
特徴点抽出部により抽出された特徴点に関する、パターンマッチング部により得られたパ
ターンマッチング処理結果に基づいて、特徴点の動きベクトルを求める動きベクトル演算
部と、
特徴点抽出部により抽出された特徴点の、動きベクトル演算部により求められた動きベク
トルに基づいて、原画像の乱れを補正した補正画像を求める画像補正部とを備えたことを
特徴とする。
【０００８】
本発明の補正画像生成装置は、パターンマッチング処理により特徴点を求め特徴点の動き
ベクトルを求めてその動きベクトルに基づいて補正画像を求めるものであり、カメラの振
動の影響のある原画像からその原画像の乱れを補正した補正画像が求められる。
【０００９】
ここで、上記本発明の補正画像生成装置において、
原画像の画素を間引いて間引画像を生成する画像間引部を備え、
特徴点抽出部は、パターンマッチング部に、画像間引部により生成された間引画像につい
てパターンマッチング処理を行なわせ、この間引画像についてのパターンマッチング処理
結果に基づいて特徴点を抽出するものであって、
動きベクトル演算部は、パターンマッチング部に、間引き前の原画像の、特徴点抽出部で
抽出された特徴点のブロックについてパターンマッチング処理を行なわせ、この原画像に
ついてのパターンマッチング処理結果に基づいて特徴点の動きベクトルを求めるものであ
ることが好ましい。
【００１０】
特徴点を求めるにあたっては、原画像の全面にわたってパターンマッチング処理を行なう
必要があり、かなりの演算時間を要する。そこで、上記のように間引画像を生成して間引
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画像上で特徴点を求めることにより演算時間の短縮化が図られる。
【００１１】
動きベクトルは間引く前の原画像について再度パターンマッチング処理を行なって求める
ため精度は低下せず、また動きベクトルは特徴点についてのみ求めればよいため、演算は
短時間で済む。
【００１２】
また、上記本発明の補正画像生成装置において、動きベクトル演算部は、原画像が格子状
に分割された複数のブロックのうちの上記配列方向に並ぶ複数のブロックからなる短冊内
の特徴点の動きベクトルに基づいて短冊ごとの動きベクトルを求めるものであり、画像補
正部は、動きベクトル演算部により求められた短冊ごとの動きベクトルに基づいて短冊ど
うしの位置を補正することにより補正画像を求めるものであることが好ましい。
【００１３】
一次元撮像素子を構成する複数の受光センサが並ぶ配列方向についてはブレは全画素につ
いて同時に同じ量だけ生じる。そこで、上記のブロックが配列方向に並んだ短冊を単位と
して位置を補正することにより、ブロックごとに補正するよりも簡単な演算で、しかも高
精度の補正が可能となる。
【００１４】
ここで、上記の短冊ごとに位置補正を行なう態様において、さらに、動きベクトル演算部
は、短冊内の特徴点の動きベクトル中の最頻値ベクトルをその短冊の動きベクトルとして
求めるものであることが好ましい。
【００１５】
航空機やヘリコプタにカメラを搭載して地上の撮影を行なうことを考えた場合、例えば地
上を走行している自動車等、被写体の中には航空機あるいはヘリコプタの振動によるブレ
とは別の動きをする被写体が存在する。そこで、上記のように短冊ごとに、典型的には複
数存在する特徴点の動きベクトルの中の頻度が最も高い最頻値ベクトルをその短冊の動き
ベクトルとして採用することにより、航空機あるいはヘリコプタ等の振動によるブレとは
異なる動きのある被写体の存在による補正の精度低下を避け、高精度の補正を行なうこと
ができる。
【００１６】
また、本発明の補正画像生成装置において、ブロックごとに補正を行なうか短冊ごとに補
正を行なうかを問わず、動きベクトル演算部は、一旦求めた動きベクトルに複数フレーム
に渡るフィルタリング処理を含む処理を施すことにより、カメラの振動に起因する新たな
動きベクトルを求めるものであり、画像補正部は、動きベクトル演算部により求められた
新たな動きベクトルに基づいて補正画像を求めるものであることが好ましい。
【００１７】
航空機あるいはヘリコプタにカメラを搭載して地上の撮影を行なうことを考えた場合、そ
の航空機あるいはヘリコプタの飛行に伴って撮影範囲はゆっくりと移動する。動きベクト
ルのうち、この移動に伴う成分はカメラの振動とは無関係な成分である。そこで上記のよ
うに複数フレームに渡るフィルタリング処理を含む処理により、撮影範囲がゆっくりと移
動することに伴う成分を除去することができ、カメラの振動に起因する動きベクトルを高
精度に抽出することができ、一層高精度な補正を行なうことができる。
【００１８】
さらに、上記本発明の補正画像生成装置において、短冊ごとの補正を行なう方式を採用し
た場合に、画像補正部は、１つの短冊内の走査方向に並ぶ画素を配列方向にずらすことに
より隣接する短冊どうしの配列方向のずれを解消した補正画像を求めるものであることが
好ましい。
【００１９】
こうすることにより、短冊どうしの繋ぎ目で画像の連続性が損なわれるのを防止し連続性
のある自然な補正画像を生成することができる。
【００２０】
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さらに、上記本発明の補正画像生成装置において、動きベクトル演算部により求められた
動きベクトルに基づいて、ズーム中であるか否かを判定するズーム中判定部を備え、画像
補正部は、ズーム中判定部によりズーム中であることが判定された場合に補正画像の生成
を中断するものであることが好ましい。
【００２１】
ズーム中は、補正画像を生成しても無意味であり、不正確な補正画像が生成される可能性
もあるからである。
【００２２】
また、上記目的を達成する本発明の補正画像生成プログラムは、コンピュータ内で実行さ
れ、そのコンピュータを、複数の受光センサが一次元的に配列された一次元撮像素子を用
いその一次元撮像素子を構成する複数の受光センサの配列方向に交わる走査方向に被写界
を繰り返し走査することにより、複数フレームの原画像を順次取得するカメラにより得ら
れた原画像の、カメラの振動による乱れを補正して補正画像を生成する補正画像生成装置
として動作させる補正画像生成プログラムにおいて、
原画像を格子状に分割した各ブロックについて、隣接するフレームどうしでパターンマッ
チング処理を行うパターンマッチング部と、
パターンマッチング部により得られたパターンマッチング処理結果に基づいて、原画像の
、パターンマッチング上の特徴点を抽出する特徴点抽出部と、
特徴点抽出部により抽出された特徴点に関する、パターンマッチング部により得られた、
パターンマッチング処理結果に基づいて、特徴点の動きベクトルを求める動きベクトル演
算部と、
特徴点抽出部により抽出された特徴点の、動きベクトル演算部により求められた動きベク
トルに基づいて、原画像の乱れを補正した補正画像を求める画像補正部とを有することを
特徴とする。
【００２３】
ここで、本発明の補正画像生成プログラムには、上述の本発明の補正画像生成装置の各種
態様に相当する態様全てが含まれる。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態について説明する。
【００２５】
図１は、本発明の補正画像生成装置の一実施形態を含む撮影システムの模式図である。
【００２６】
この撮影システム１０は、航空機１に搭載されて地上の撮影を行なう撮影システムである
。
【００２７】
この撮影システム１０は、赤外線カメラ１１と、本発明の一実施形態としての補正画像生
成装置１２と、画像を表示するモニタ装置１３とから構成されている。
【００２８】
赤外線カメラ１１には、多数の赤外線受光センサが所定の配列方向に一次元的に配列され
た一次元撮像素子１１１が備えられており、回転多面鏡１１２が回転して、その一次元撮
像素子１１１上に地上のターゲット２０の像が繰り返し走査され、複数フレームの画像が
撮像されるようになっている。この撮影により得られた画像（ここではこれを「原画像」
と称する）は、一旦画像メモリ１１３に格納された後、補正画像生成装置１２に入力され
る。この補正画像生成装置１２では、後述するようにして、航空機１の振動に伴う赤外線
カメラ１１の振動に起因する原画像のブレが補正された補正画像は生成される。この生成
された補正画像は各フレームごとに順次にモニタ装置１３に送られ、そのモニタ装置１３
の表示画面上に地上の画像が写し出されて監視要員による監視に供される。
【００２９】
図２は、図１に１つのブロックで示す補正画像生成装置１２のハードウェア構成図である
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。
【００３０】
この補正画像生成装置１２は、ハードウェア上は一種のコンピュータの形態を有しており
、赤外線カメラ１１からの原画像の入力を受け付けるデータインタフェース１２１、各種
プログラムを実行するＣＰＵ１２２、各種プログラムが記憶されたＲＯＭ１２３、補正の
開始やリセット等を指示するための操作子が配置された操作部１２４、ＣＰＵ１２２で実
行されるプログラムの作業領域や各種のデータ格納領域として使用されるＲＡＭ１２５、
および補正画像をモニタ装置１３に送るモニタインタフェース１２６から構成され、これ
らはバス１２７で相互に接続されている。
【００３１】
この図２の補正画像生成装置１２は、この図２に示すハードウェアとＲＯＭ１２３に記憶
されＣＰＵ１２２によって読み出されて実行される補正画像生成プログラムとの複合によ
り、補正画像生成装置としての機能を果たすものである。
【００３２】
図３は、ＲＯＭ１２３に記憶された本発明の一実施形態としての補正画像生成プログラム
の模式図である。
【００３３】
このＲＯＭ１２３に記憶された補正画像生成プログラム１３０は、パターンマッチング部
１３１、特徴点抽出部１３２、動きベクトル演算部１３３、画像補正部１３４、画像間引
部１３５、およびズーム中判定部１３６から構成されている。これら各部の作用について
は後述する。
【００３４】
図４は、本発明の補正画像生成装置の機能ブロック図である。この図４の補正画像生成装
置１４０は、図２に示す補正画像生成装置１２のハードウェアと、ＲＯＭに記憶された補
正画像生成プログラムとの複合により構成される。
【００３５】
この図４の補正画像生成装置１４０は、パターンマッチング１４１、特徴点抽出部１４２
、動きベクトル演算部１４３、画像補正部１４４、画像間引部１４５、およびズーム中判
定部１４６から構成されている。この図４の補正画像生成装置１４の各部１４１～１４６
は、図３の補正画像生成プログラム１３０の各部１３１～１３６にそれぞれ対応するが、
図４の補正画像生成装置１４０の各部１４１～１４６は、コンピュータのハードウェアと
ソフトウェアとの組合せで構成されるのに対し、図３の補正画像生成プログラム１３０の
各部１３１～１３６はそれらのうちのソフトウェアの部分のみで構成されている。
【００３６】
図３の補正画像生成プログラム１３０の各部１３１～１３６の作用は、その補正画像生成
プログラム１３０が、図２のＣＰＵ１２２で実行されたときの、図４の補正画像生成装置
の各部１４１～１４６の作用と同一であり、以下、図４の補正画像生成装置１４０の各部
１４１～１４６の作用の説明を行なうことで、図３の補正画像生成プログラム１３０の各
部１３１～１３６の作用の説明を兼ねるものとする。
【００３７】
図４の補正画像生成装置１４０は、複数の受光センサが一次元的に配列された一次元撮像
素子を用いその一次元撮像素子を構成する複数の受光センサの配列方向に交わる走査方向
に被写界を繰り返し走査することにより複数フレームの原画像を順次取得するカメラによ
り得られた原画像の、カメラの振動による乱れを補正して補正画像を生成する補正画像生
成装置である。
【００３８】
ここで、この補正画像生成装置１４０のパターンマッチング部１４１では、原画像を格子
状に分割した各ブロックについて、隣接するフレームどうしでパターンマッチング処理が
行なわれる。
【００３９】
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また、特徴抽出部１４２では、パターンマッチング部１４１により得られたパターンマッ
チング処理結果に基づいて、原画像の、パターンマッチング上の特徴点としてのブロック
が抽出される。
【００４０】
また、動きベクトル演算部１４３では、特徴点抽出部１４２により抽出された特徴点（ブ
ロック）に関する、パターンマッチング部１４１により得られたパターンマッチング処理
結果に基づいて、特徴点の動きベクトルが求めるられ、さらに画像補正部１４４では、特
徴点抽出部１４２により抽出された特徴点の、動きベクトル演算部１４３により求められ
た動きベクトルに基づいて、原画像の乱れを補正した補正画像が求められる。
【００４１】
さらに、この図４の補正画像生成装置１４０には、画像間引部１４５が備えられており、
この画像間引部１４５では、原画像の画素が間引かれて間引画像が生成される。
【００４２】
この画像間引部１４５を作用させたときは、特徴点抽出部１４２では、パターンマッチン
グ部１４１に、画像間引部１４５により生成された間引画像についてパターンマッチング
処理を行なわせ、この間引画像についてのパターンマッチング処理結果に基づいて特徴点
が抽出される。
【００４３】
このとき、動きベクトル演算部１４３では、パターンマッチング部１４１に、間引き前の
原画像の、特徴点抽出部１４２で抽出された特徴点のブロックについてパターンマッチン
グ処理を行なわせ、この原画像についてのパターンマッチング処理結果に基づいて特徴点
の動きベクトルがを求められる。
【００４４】
さらに、本実施形態では、動きベクトル演算部１４３は、原画像が格子状に分割された複
数のブロックのうちの一次元撮像素子の受光センサが配列された配列方向に並ぶ複数のブ
ロックからなる短冊内の特徴点の動きベクトルに基づいて短冊ごとの動きベクトルが求め
られ、画像補正部１４４では、動きベクトル演算部１４３により求められた短冊ごとの動
きベクトルに基づいて短冊どうしの位置が補正され、これにより補正画像が求められる。
【００４５】
このとき、動きベクトル演算部１４３では、短冊内の特徴点の動きベクトル中の最頻値ベ
クトルがその短冊の動きベクトルとして求められる。
【００４６】
本実施形態では、さらに、動きベクトル演算部１４３において、一旦求めた動きベクトル
に複数フレームに渡るフィルタリング処理を含む処理を施すことにより、カメラの振動に
起因する新たな動きベクトルが求められ、画像補正部では、動きベクトル演算部１４３に
より求められた新たな動きベクトルに基づいて補正画像が求められる。
【００４７】
さらに、本実施形態では、画像補正部１４４において、１つの短冊内の一次元撮像素子の
受光センサが並ぶ配列方向に交わる走査方向に並ぶ画素を配列方向にずらすことにより、
隣接する短冊の配列方向のずれを解消した補正画像が求められる。
【００４８】
さらに、本実施形態では、動きベクトル演算部１４３により求められた動きベクトルに基
づいて、ズーム中であるか否かを判定するズーム中判定部１４６が備えられており、画像
補正部１４４では、ズーム中判定部１４６によりズーム中であることが判定された場合に
補正画像の生成が中断される。
【００４９】
以下、本発明についてさらに具体的に説明する。
【００５０】
図５は、パターンマッチング処理の説明図である。
【００５１】
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ここでは参照画像（図５（Ａ））と探索画像（図５（Ｂ））とが用意され、参照画像の一
部が参照テンプレートとして切り出される。
【００５２】
次に、この切り出した参照テンプレートを探索画像の任意の位置に重ねて、以下の演算を
行なう。すなわち、参照テンプレートの各画素の画素値をＲ（ｘ，ｙ）、探索画像の、参
照テンプレートが重ねられた領域の、参照テンプレートの画素（ｘ，ｙ）と重なった画素
の画素値をＴ（ｘ，ｙ）、参照テンプレートの全域の和を、
【００５３】
【数１】
　
　
　
　
　
【００５４】
絶対値を｜…｜で表わしたとき、
【００５５】
【数２】
　
　
　
　
　
【００５６】
が求められる。
【００５７】
この（１）式は、探索画像の、参照テンプレートが重ね合わされた領域の各画素の画素値
Ｔ（ｘ，ｙ）が、その重ね合わされた領域全域にわたって参照テンプレートの対応する各
画素の画素値Ｒ（ｘ，ｙ）と等しければ、Ｓ＝０となり、探索画像の参照テンプレートが
重ね合わされた領域が参照テンプレートと異なっているほど、Ｓは大きな値となる。
【００５８】
この（１）式の演算を、参照テンプレートで、探索画像を走査しながら各走査点について
行なう。
【００５９】
図６は、上記のようにして行なったパターンマッチング処理結果を表わす図である。
【００６０】
図１でのパターンマッチング処理では、参照テンプレートで探索画像上を二次元的に走査
しながら（１）式の演算が行なわれるが、図２では、簡単のため、参照テンプレートを一
次元的に走査しながら（１）式の演算を行なったものとして、その結果を示してある。
【００６１】
ここでは、走査範囲内での（１）式の演算結果の下向きの最大のピークの値（最小値）を
ｍｉｎｄｓｔと称し、下向きの２番目のピークの値を２ｎｄｄｓｔと称する。
【００６２】
ここでは、
２ｎｄｄｓｔ－ｍｉｎｄｓｔ＞閾値　　　　　…（２）
かつ
ｍｉｎｄｓｔ＜閾値　　　　　　　　　　　　…（３）
のときに、有効な動きが検出されたものとする。但し、（２）式の閾値と（３）式の閾値
は同一である必要はない。この有効な動きが検出された点をここでは特徴点と称する。こ
のとき、動きベクトルは、図６に示すように、探索画像上の、参照テンプレートを参照画
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像から切り出した位置と同一の位置から、参照テンプレートで探索画像上を走査していっ
てｍｉｎｄｓｔが求められた走査点までの参照テンプレートの移動量として求められる。
この動きベクトルは、参照画像から探索画像に移ったときの、参照画像上の参照テンプレ
ートの領域の動きの方向およびその方向への動き量を示している。
【００６３】
尚、（１）式に代えて、数学的な意味での相関演算を採用してもよく、その他、動きベク
トルを求めることのできる演算であればどのような演算を採用してもよい、ここでは、参
照テンプレートで探索画像上を走査しながらこの（１）式に基づく演算を行なうことを「
相関演算」と称する。
【００６４】
図７は、図１の赤外線カメラ１１で得られた原画像を複数のブロックおよび短冊に区切っ
た状態を示した構成図である。
【００６５】
ここでは、原画像全面が縦ｎ行横ｍ列の「ブロック」に分割される。各ブロックは縦３２
画素×横３２画素の大きさを有する。
【００６６】
ここでは、縦方向に並ぶｎ個のブロックの集合を「短冊」と称する。
【００６７】
ここで、この図７の縦方向は、図１の赤外線カメラ１１を構成する一次元撮像素子１１１
を構成する多数の受光センサが配列された配列方向、横方向は、図１の回転多面鏡１１２
の回転によりその一次元撮像素子１１１上に被写界の像が走査される走査方向である。以
下、配列方向、走査方向をそれぞれ縦方向、横方向と称することがある。縦方向は、カメ
ラに振動があっても、一次元撮像素子１１１が一体的に振動し、したがって縦方向の画素
の間隔は高精度に保証されたものである。これに対し横方向は、カメラの振動により画素
どうしの間隔が変化したり、上下方向にも動く可能性がある。
【００６８】
図８は、特徴点の説明図である。
【００６９】
本実施形態では、順次に、ある１つのフレームの原画像を図５を参照して説明した参照画
像とするとともに、そのフレームに続く次のフレームの原画像を探索画像とし、参照画像
を図７に示すｎ行×ｍ列のブロックに分割したときの各ブロック１つ１つを図５に示した
参照テンプレートとし、その参照テンプレートを探索画像に重ね、図５、図６を参照して
説明したパターンマッチング処理が行われる。ある１つのブロックを参照テンプレートと
してそのパターンマッチング処理を行なうときは、探索画像上の、その参照テンプレート
としての１つのブロックと同じ位置にあるブロックとそのブロックに隣接した８個のブロ
ック、合計９個のブロックの領域が参照テンプレートで走査され、その走査の間、参照テ
ンプレートを一画素移動するごとに（１）式の演算が行なわれ、その結果、図６のような
パターンマッチング処理結果（相関演算結果）が得られる。ただし前述したように、パタ
ーンマッチング処理（相関演算）では参照テンプレートは探索画像上を二次元的に走査す
ることになるが、図示の簡単のため、図６では一次元的な走査として示してある。
【００７０】
このようなパターンマッチング処理（相関演算）を行ない、あるブロック（参照テンプレ
ート）に関し、前述の（２）式と（３）式を満足する場合に、そのブロックを「特徴点」
と称し、その特徴点について動きベクトルが求められる。
【００７１】
図８は、このようにして求めた特徴点（斜線を施したブロック）と各特徴点の動きベクト
ルを概念的に示したものである。
【００７２】
図９は、本実施形態の補正画像生成装置における処理の第１例を示すフローチャートであ
る。
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【００７３】
ここでは、原画像の、隣接する２つのフレームどうしで相関演算が行なわれ、（ステップ
ａ１）、前述の、（２）式と（３）式を満足するか否かが判定され（ステップａ２）、満
足する場合は、そのブロックが特徴点として有効なブロックとされ（ステップａ３）、満
足しない場合はそのブロックは特徴点としては無効なブロックとされる（ステップａ４）
。
【００７４】
ステップａ５では、全てのブロックについて上記の処理（ステップａ１～ａ４）が終了し
たか否かが判定され、未処理のブロックが残っているときは、次のブロックについて（ス
テップａ６）、同じ処理が繰り返される。
【００７５】
全てのブロックについて相関演算および特徴点としての有効／無効の判定が行なわれると
（ステップａ５）、もう１度最初のブロックから順に全てのブロックについて（ステップ
ａ７，ａ１３，ａ１４）、以下の処理が行なわれる。すなわち、そのブロックが特徴点と
して有効なブロックであるか否かが判定され（ステップａ８）、有効であるときは、その
ブロックについての演算結果、すなわちそのブロックについて求められた動きベクトルが
そのブロックの「補正値」とされる（ステップａ９）。また、ステップａ８においてその
ブロックが特徴点として有効なブロックではないと判定されたとき、次に、そのブロック
の左右のブロック双方が有効なブロックであるか否かが判定される（ステップａ１０）。
左右のいずれか一方でも無効なブロックのときは、このブロックについては補正値＝０に
設定される（ステップａ１１）。
【００７６】
また、左右双方が有効なブロックであったときは、それら左右の補正値（動きベクトル）
の平均値がそのブロックの補正値とされる（ステップａ１２）。
【００７７】
以上の処理が全てのブロックについて終了すると（ステップａ１３）、各ブロックが各ブ
ロックの補正値（動きベクトル）に基づいた位置に移動され、これにより補正画像が生成
される（ステップａ１５）。ここで、補正値＝０のブロックは移動しないことを意味する
のではなく、その周囲の有効ブロックの移動位置から補間された位置に移動される。
【００７８】
図１０、図１１は、本実施形態の補正画像生成装置１２における処理の第２例を示すフロ
ーチャートである。
【００７９】
ここでは、先ず、原画像の画像を間引いて間引き画像が生成され、その間引き画像につい
て、前述の相関演算が行なわれる（ステップｂ１）。ここでは、一例として、３２画素×
３２画素のブロックが８画素×８画素となるように１／４に間引きされる。ステップｂ２
～ｂ６は、間引き画像であるか、元の原画像であるかの相違を除き、図９のステップａ２
～ａ６と同様であり、重複説明は省略する。
【００８０】
次に、もう１度最初のブロックから順に全てのブロックについて（ステップｂ７，ｂ１０
，ｂ１１）、そのブロックが特徴点として有効なブロックであるか否かが判定され（ステ
ップｂ８）、有効なブロックであったときは、今度はそのブロックについて間引き前の元
の原画像について相関演算が行なわれて（ステップｂ９）、そのブロックの正確な補正値
（動きベクトル）が求められる。
【００８１】
次に図１１のステップｂ１２以降の処理が行なわれるが、図１１のステップｂ１２以降の
各ステップｂ１２～ｂ２０の処理は、図９のステップａ７～ａ１５の処理とそれぞれ同一
であり、重複説明は省略する。
【００８２】
図１０、図１１に示す第２例では、先ずは間引き画像について相関演算を行なっているた
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め、演算量が少なくて済み、演算時間が短縮化される。尚、特徴点としてのブロックに関
しては、元の原画像について再度相関演算が行なわれるが、特徴点としてのブロックにつ
いてのみ行なわれるため、図９の第１例と比べ、やはり全体として演算量の低減が図られ
ている。
【００８３】
以上の第１例（図９）および第２例（図１０、図１１）は、各ブロック（図７参照）ごと
に位置を移動して補正画像を生成する例であるが、前述したように、縦方向については一
体的にのみブレることを利用し、縦方向に配列されたブロックからなる短冊を移動の単位
としてもよい。
【００８４】
図１２は、短冊を補正画像生成のための移動（補正）の単位として取り扱った場合を示し
た概念図である。
【００８５】
参照画像（Ａ）に対し、次のフレームの探索画像（Ｂ）が乱れており、相関演算により短
冊ごとに補正値を取得し、短冊画像を切り取って各短冊ごとに位置を調整する。原画像の
輪部は乱れているため原画像よりも少し小さいサイズに切り取って補正画像が生成される
。
【００８６】
各短冊ごとに位置を調整すると、隣接する短冊どうしの間に隙間が空いたり、短冊どうし
が一部重なったりする。隙間が空いたときは、その隙間に隣接する画像部分がコピーされ
てその隙間が埋められ、一部が重なったときは重なった部分の一方が削除される。
【００８７】
図１３は、本実施形態の補正画像生成装置１２の処理の第３例を示すフローチャートであ
る。
【００８８】
ここでは先ず、図１０、図１１のステップｂ１～ｂ１９と同じ処理が実行される。すなわ
ち、各ブロックについて間引き画像上で相関演算が行なわれて特徴点が抽出され、各特徴
点について原画像上で相関演算が行なわれ、各ブロックについて補正値（動きベクトル）
が求められる。
【００８９】
図１３の処理では、次に、各短冊について（ステップｃ７，ｃ８）以下の処理が行なわれ
る。すなわち、ある短冊について着目したとき、その短冊を構成する複数（ｎ個（図７参
照））の各ブロックを順に見ていき（ステップｃ４，ｃ５）、現在見ているブロックが特
徴点として有効なブロックであるか否かが判定され（ステップｃ２）、有効なブロックに
関する補正値がその短冊内で加算され（ステップｃ３）、その短冊の全てのブロックにつ
いてステップｃ２，ｃ３の処理を行なった後に加算結果の平均値が求められて、その平均
値がその短冊の補正値とされる。この平均値を求める処理を全ての短冊について行なった
後（ステップｃ７）、その補正値に基づいて各短冊の位置が調整され（図１２参照）、補
正画像が生成される（ステップｃ９）。
【００９０】
図１４は、移動物体除去の概念図である。
【００９１】
ある１つの短冊に着目し、その短冊を構成する複数のブロックのうちの特徴点（斜線を施
したブロック）の補正値（動きベクトル）を見たとき、カメラの振動のみに起因する補正
値（動きベクトル）だけでなく、例えば地上を走行している自動車など、被写体の動きに
の影響を受けた動きベクトルもある。そこで、ここでは、１つの短冊を構成する複数のブ
ロックの補正値（動きベクトル）の平均値を求めることに代わり、最頻値ベクトルが求め
られる。こうすることにより、移動物体の動きベクトルやノイズを排除し、カメラの振動
による動きベクトルを求めることができる。
【００９２】
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図１５は、本実施形態の補正画像生成装置１２の処理の第４例を示すフローチャートであ
る。
【００９３】
ここでは先ず、図１３の第３例の場合と同様、図１０、図１１のステップｂ１～ステップ
ｂ１９と同じ処理が実行され（ステップｄ１）、次いで各短冊について（ステップｄ７，
ｄ８）、以下の処理が行なわれる。すなわち、ある短冊について着目したとき、その短冊
を構成する複数の各ブロックを順に見ていき（ステップｄ４，ｄ５）、現在見ているブロ
ックが特徴点として有効なブロックであるか否かが判定され（ステップｄ２）、有効なブ
ロックについて補正値（動きベクトル）が記録され（ステップｄ３）、その短冊の全ての
ブロックについてステップｄ２，ｄ３の処理を行なった後に、その短冊の記録された全て
の補正値（動きベクトル）のうちの出現頻度が最も高い最頻値ベクトルが求められて、そ
の最頻値ベクトルがその短冊の補正値（動きベクトル）とされる（ステップｄ６）。
【００９４】
各短冊ごとの最頻値ベクトルを求める処理を全ての短冊について行なった後（ステップｄ
７）、各短冊ごとの補正値（動きベクトル）に基づいて補正画像が生成される（ステップ
ｄ９）。
【００９５】
図１６は、本実施形態の補正画像生成装置１２の処理の第５例を示すフローチャートであ
る。
【００９６】
ここでは、先ず図１５に示す第４例のステップｄ１の処理と同じ処理、すなわち、図１０
、図１１に示す第２例のステップｂ１～ｂ１９の処理と同じ処理が行なわれ、特徴点とし
ての各ブロックについて補正値（動きベクトル）が求められる（ステップｅ１）。
【００９７】
次いで、図１６の第５例では、原画像の左、右、上、下それぞれの補正値が求められ（ス
テップｃ２）、ズーム中であるか否かが判定される（ステップｅ３）。
【００９８】
図１７は、ズームアップ中の左、右、上、下の補正値（動きベクトル）を示す図である。
【００９９】
左、右の補正値を求めるには、原画像を中央から左右に二分したときの左側にある特徴点
としてのブロックの補正値（動きベクトル）の平均値と左側にある特徴点としてのブロッ
クの補正値（動きベクトル）の平均値が求められ、これにより、左、右それぞれの平均値
からなる各補正値（動きベクトル）が求められる。
【０１００】
また、上、下の補正値についても同様であり、原画像を中央から上下に二分したときの、
上側にある特徴点としてのブロックの補正値（動きベクトル）の平均値と下側にある特徴
点としてのブロックの補正値（動きベクトル）の平均値が求められ、これにより、上、下
それぞれの平均値としての補正値（動きベクトル）が求められる。
【０１０１】
ステップｅ３では、このようにして求めた左、右、上、下の動きベクトルが図１７に示す
ように原画像の外側を向いていたとき（ズームアップ中）、あるいは原画像の内側を向い
ていたとき（ズームダウン中）は、ズーム中であると判定する。
【０１０２】
ステップｅ３でズーム中であると判定されると、ズーム中に補正画像を求めても無意味で
あるため、原画像がそのまま図１のモニタ装置１３への表示用として使われる（ステップ
ｅ１５）。
【０１０３】
またステップｅ３でズーム中ではないと判定されると、ステップｅ４に進み、図１５に示
す第４例のステップｄ２～ｄ８の処理と同一の処理が行なわれ、各短冊ごとの補正値（動
きベクトル）として各短冊ごとに最頻値ベクトルが求められる。
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【０１０４】
次に、各短冊毎に、動きベクトルに複数のフレームにわたってＩＩＲフィルタ処理が施さ
れ、背景ベクトルが求められる。このＩＩＲフィルタ処理は、ここでは、
Ｖ t  ′＝０．３５×Ｖ t  ＋０．６５×Ｖ t - 1　　　　　…（４）
の演算式に基づいて行なわれる。こおで、ｔ，ｔ－１は、それぞれ時刻ｔのフレーム、１
フレーム前の時刻ｔ－１のフレームを意味し、Ｖ t  ，Ｖ t - 1は、着目している短冊の、そ
れぞれ時刻ｔのフレームにおける動きベクトル、１フレーム前の時刻ｔ－１の動きベクト
ルを意味し、Ｖ t  ′は、着目している短冊の、時刻ｔのフレームの、ＩＩＲフィルタ処理
後の動きベクトルを意味する。（４）式は、低域通過フィルタリング処理を意味する。背
景ベクトルは、カメラの振動等に起因する成分を除き、図１の航空機１が飛行しているこ
とに起因し、被写体が静止していても原画像全体がゆっくりと変化することに起因する動
きベクトルである。
【０１０５】
ステップｅ６では、各短冊の動きベクトルから背景ベクトルを差し引き、この差し引いた
値が新たな補正値（動きベクトル）とされる。この新たな補正値（動きベクトル）は、原
画像全体のゆっくりとした動きの成分（背景ベクトル）が差し引かれた、カメラの振動等
に起因する補正値（動きベクトル）である。
【０１０６】
次に、全ての短冊について順次に（ステップｅ１２，ｅ１３）、着目している短冊とそれ
に隣接する短冊について、それら２つの短冊の中心間距離から横方向のずれ量が求められ
る（ステップｅ９）。
【０１０７】
図１８は、図１６のステップｅ９～ｅ１１の処理の説明図である。
【０１０８】
ここには、隣接する２つの短冊の位置をそれら２つの短冊の補正値（動きベクトル）に従
って補正したときの２つの短冊の位置関係が示されている。
【０１０９】
ここでは、隣接する２つの短冊が上下方向にずれるとともに左右方向についてもずれて一
部が重なっている。
【０１１０】
ステップｅ９では、隣接する２つの短冊の中心間の距離ｄが求められる。
【０１１１】
補正画像生成時には、距離ｄが正しい距離よりも大きく、２つの短冊の間に隙間が生じて
いるときは、それら２つの短冊のうちの左側の短冊の縦方向のラインをコピーして隙間を
埋め、あるいは、距離ｄが正しい距離よりも小さく、２つの短冊の一部が重なっていると
きは、縦方向のラインを間引くことにより２つの短冊の重なりが解消される。
【０１１２】
次に、ステップｅ１０において、隣接する２つの短冊について、左側の短冊の原点（ｃｘ
１，ｃｙ１）と右側の短冊の原点（ｃｘ２，ｃｙ２）を結ぶ直線上の座標が求められる。
【０１１３】
図１８（Ａ）には、２つの短冊の原点の座標（ｃｘ１，ｃｙ１）、（ｃｘ２，ｃｙ２）が
示されており、図１８（Ｂ）には、それら２つの座標を結ぶ直線が示されている。
【０１１４】
ステップｅ１０では、１つの短冊の縦方向に画素が並ぶ１ラインごとにその直線上の座標
（ｘ１，ｙ１）が求められ、ステップｅ１１では、その座標（ｘ１，ｙ１）から各ライン
ごとにｙ方向の補正量が求められる。
【０１１５】
図１８（ｃ）は各ラインを各ラインごとに求めた補正量に従ってｙ方向に移動した状態を
示した図である。補正画像作成時には、ステップｅ９で求められた距離ｄに基づいて２つ
の短冊の重なり部分のラインが削除され、あるいは２つの短冊の間に隙間があるときはラ
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インがコピーされてその隙間が埋められ、これとともに、各ラインのｙ方向の位置が補正
され、図１８（ｃ）のような部分画像が求められる。
【０１１６】
図１６のステップｅ９～ｅ１１の処理が順次隣接する２つの短冊について行なわれた後（
ステップｅ１２，ｅ１３）、各短冊ごとの補正値（動きベクトル）、隣接する２つの短冊
の中心間距離ｄ（図１８（Ａ）参照）、および隣接する２つの短冊の中心どうしを結ぶ直
線上の座標（ｘ１，ｙ１）（図１８（Ｂ）参照）に従って、補正画像が作成される（ステ
ップｅ１４）。
【０１１７】
このようにして作成された補正画像は、図１に示すモニタ装置１３に送られ、モニタ装置
１３にはその補正画像が表示される。
【０１１８】
ここで、上記の補正画像作成は、順次取り込まれる複数フレームの原画像について順次行
なわれ、モニタ装置１３には、地上の画像が動画像として表示される。このモニタ装置１
３には、図１に示す赤外線カメラ１１の振動の影響が除去され安定した見易い動画像が表
示される。
【０１１９】
以下、本発明の各実施態様を付記する。
【０１２０】
（付記１）　複数の受光センサが一次元的に配列された一次元撮像素子を用い該一次元撮
像素子を構成する複数の受光センサの配列方向に交わる走査方向に被写界を繰り返し走査
することにより複数フレームの原画像を順次取得するカメラにより得られた該原画像の、
該カメラの振動による乱れを補正して補正画像を生成する補正画像生成装置において、
原画像を格子状に分割した各ブロックについて、隣接するフレームどうしでパターンマッ
チング処理を行うパターンマッチング部と、
前記パターンマッチング部により得られたパターンマッチング処理結果に基づいて、原画
像の、パターンマッチング上の特徴点を抽出する特徴点抽出部と、
前記特徴点抽出部により抽出された特徴点に関する、前記パターンマッチング部により得
られたパターンマッチング処理結果に基づいて、該特徴点の動きベクトルを求める動きベ
クトル演算部と、
前記特徴点抽出部により抽出された特徴点の、前記動きベクトル演算部により求められた
動きベクトルに基づいて、原画像の乱れを補正した補正画像を求める画像補正部とを備え
たことを特徴とする補正画像生成装置。
【０１２１】
（付記２）　原画像の画素を間引いて間引画像を生成する画像間引部を備え、
前記特徴点抽出部は、前記パターンマッチング部に、前記画像間引部により生成された間
引画像についてパターンマッチング処理を行なわせ、この間引画像についてのパターンマ
ッチング処理結果に基づいて特徴点を抽出するものであって、
前記動きベクトル演算部は、前記パターンマッチング部に、間引き前の原画像の、前記特
徴点抽出部で抽出された特徴点のブロックについてパターンマッチング処理を行なわせ、
この原画像についてのパターンマッチング処理結果に基づいて該特徴点の動きベクトルを
求めるものであることを特徴とする付記１記載の補正画像生成装置。
【０１２２】
（付記３）　前記動きベクトル演算部は、原画像が格子状に分割された複数のブロックの
うちの前記配列方向に並ぶ複数のブロックからなる短冊内の特徴点の動きベクトルに基づ
いて該短冊ごとの動きベクトルを求めるものであり、
前記画像補正部は、前記動きベクトル演算部により求められた短冊ごとの動きベクトルに
基づいて短冊どうしの位置を補正することにより補正画像を求めるものであることを特徴
とする付記１記載の補正画像生成装置。
【０１２３】
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（付記４）　前記前記動きベクトル演算部は、前記短冊内の特徴点の動きベクトル中の最
頻値ベクトルを該短冊の動きベクトルとして求めるものであることを特徴とする付記３記
載の補正画像生成装置。
【０１２４】
（付記５）　前記動きベクトル演算部は、一旦求めた動きベクトルに複数フレームに渡る
フィルタリング処理を含む処理を施すことにより、前記カメラの振動に起因する新たな動
きベクトルを求めるものであり、
前記画像補正部は、前記動きベクトル演算部により求められた前記新たな動きベクトルに
基づいて前記補正画像を求めるものであることを特徴とする付記１又は３記載の補正画像
生成装置。
【０１２５】
（付記６）　前記画像補正部は、１つの短冊内の前記走査方向に並ぶ画素を前記配列方向
にずらすことにより隣接する短冊どうしの前記配列方向のずれを解消した補正画像を求め
るものであることを特徴とする付記３記載の補正画像生成装置。
【０１２６】
（付記７）　前記動きベクトル演算部により求められた動きベクトルに基づいて、ズーム
中であるか否かを判定するズーム中判定部を備え、
前記画像補正部は、前記ズーム中判定部によりズーム中であることが判定された場合に補
正画像の生成を中断するものであることを特徴とする付記１記載の補正画像生成装置。
【０１２７】
（付記８）　コンピュータ内で実行され、該コンピュータを、複数の受光センサが一次元
的に配列された一次元撮像素子を用い該一次元撮像素子を構成する複数の受光センサの配
列方向に交わる走査方向に被写界を繰り返し走査することにより、複数フレームの原画像
を順次取得するカメラにより得られた該原画像の、該カメラの振動による乱れを補正して
補正画像を生成する補正画像生成装置として動作させる補正画像生成プログラムにおいて
、
原画像を格子状に分割した各ブロックについて、隣接するフレームどうしでパターンマッ
チング処理を行うパターンマッチング部と、
該パターンマッチング部により得られたパターンマッチング処理結果に基づいて、原画像
の、パターンマッチング上の特徴点を抽出する特徴点抽出部と、
前記特徴点抽出部により抽出された特徴点に関する、前記パターンマッチング部により得
られたパターンマッチング処理結果に基づいて、該特徴点の動きベクトルを求める動きベ
クトル演算部と、
前記特徴点抽出部により抽出された特徴点の、前記動きベクトル演算部により求められた
動きベクトルに基づいて、原画像の乱れを補正した補正画像を求める画像補正部とを有す
ることを特徴とする補正画像生成プログラム。
【０１２８】
（付記９）　原画像の画素を間引いて間引画像を生成する画像間引部を有し、
前記特徴点抽出部は、前記パターンマッチング部に、前記画像間引部により生成された間
引画像についてパターンマッチング処理を行なわせ、この間引画像についてのパターンマ
ッチング処理結果に基づいて特徴点を抽出するものであって、
前記動きベクトル演算部は、前記パターンマッチング部に、間引き前の原画像の、前記特
徴点抽出部で抽出された特徴点のブロックについてパターンマッチング処理を行なわせ、
この原画像についてのパターンマッチング処理結果に基づいて該特徴点の動きベクトルを
求めるものであることを特徴とする付記８記載の補正画像生成プログラム。
【０１２９】
（付記１０）　前記動きベクトル演算部は、原画像が格子状に分割された複数のブロック
のうちの前記配列方向に並ぶ複数のブロックからなる短冊内の特徴点の動きベクトルに基
づいて該短冊ごとの動きベクトルを求めるものであり、
前記画像補正部は、前記動きベクトル演算部により求められた短冊ごとの動きベクトルに
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基づいて短冊どうしの位置を補正することにより補正画像を求めるものであることを特徴
とする付記８記載の補正画像生成プログラム。
【０１３０】
（付記１１）　前記動きベクトル演算部は、前記短冊内の特徴点の動きベクトル中の最頻
値ベクトルを該短冊の動きベクトルとして求めるものである
ことを特徴とする付記１０記載の補正画像生成プログラム。
【０１３１】
（付記１２）　前記動きベクトル演算部は、一旦求めた動きベクトルに複数フレームに渡
るフィルタリング処理を含む処理を施すことにより、前記カメラの振動に起因する新たな
動きベクトルを求めるものであり、
前記画像補正部は、前記動きベクトル演算部により求められた前記新たな動きベクトルに
基づいて前記補正画像を求めるものであることを特徴とする付記８又は１０記載の補正画
像生成プログラム。
【０１３２】
（付記１３）　前記画像補正部は、１つの短冊内の前記走査方向に並ぶ画素を前記配列方
向にずらすことにより隣接する短冊どうしの前記配列方向のずれを解消した補正画像を求
めるものであることを特徴とする付記１０記載の補正画像生成プログラム。
【０１３３】
（付記１４）　前記動きベクトル演算部により求められた動きベクトルに基づいて、ズー
ム中であるか否かを判定するズーム中判定部を有し、
前記画像補正部は、前記ズーム中判定部によりズーム中であることが判定された場合に補
正画像の生成を中断するものであることを特徴とする付記８記載の補正画像生成プログラ
ム。
【０１３４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、カメラの振動の影響が取り除かれた見易い補正画
像が作成される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の補正画像生成装置の一実施形態を含む撮影システムの模式図である。
【図２】図１に１つのブロックで示す補正画像生成装置のハードウェア構成図である。
【図３】本発明の一実施形態としての補正画像生成プログラムの模式図である。
【図４】本発明の補正画像生成装置の機能ブロック図である。
【図５】パターンマッチング処理の説明図である。
【図６】パターンマッチング処理結果を表わす図である。
【図７】原画像を複数のブロックおよび短冊に区切った状態を示した構成図である。
【図８】特徴点の説明図である。
【図９】本実施形態の補正画像生成装置における処理の第１例を示すフローチャートであ
る。
【図１０】本実施形態の補正画像生成装置における処理の第２例を示すフローチャートで
ある。
【図１１】本実施形態の補正画像生成装置における処理の第２例を示すフローチャートで
ある。
【図１２】短冊を補正画像生成のための移動（補正）の単位として取り扱った場合を示し
た概念図である。
【図１３】本実施形態の補正画像生成装置の処理の第３例を示すフローチャートである。
【図１４】移動物体除去の概念図である。
【図１５】本実施形態の補正画像生成装置の処理の第４例を示すフローチャートである。
【図１６】本実施形態の補正画像生成装置の処理の第５例を示すフローチャートである。
【図１７】ズームアップ中の左、右、上、下の補正値（動きベクトル）を示す図である。
【図１８】図１６のステップｅ９～ｅ１１の処理の説明図である。
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【符号の説明】
１　航空機
１０　撮影システム
１１　赤外線カメラ
１１１　一次元撮像素子
１１２　回転多面鏡
１１３　画像メモリ
１２　補正画像生成装置
１２１　データインタフェース
１２２　ＣＰＵ
１２３　ＲＯＭ
１２４　操作部
１２５　ＲＡＭ
１２６　モニタインタフェース
１２７　バス
１３　モニタ装置
２０　ターゲット
１３０　補正画像生成プログラム
１３１　パターンマッチング部
１３２　特徴点抽出部
１３３　動きベクトル演算部
１３４　画像補正部
１３５　画像間引部
１３６　ズーム中判定部
１４０　補正画像生成装置
１４１　パターンマッチング
１４２　特徴点抽出部
１４３　動きベクトル演算部
１４４　画像補正部
１４５　画像間引部
１４６　ズーム中判定部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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